
別添1-1 標高が1,200m以上のまとまりを保存地区とする場合 

（白線） 等高線1,200m 



別添1-2 標高が1,260m以上のまとまりを保存地区とする場合 

（白線） 等高線1,260m 



別添1-3 標高が1,300m以上のまとまりを保存地区とする場合 

（白線） 等高線1,300m 



別添2-1 標高が1,000m以上のまとまりを保存地区とする場合 

（白線） 等高線1,000m 



別添2-2 標高が1,100m以上のまとまりを保存地区とする場合 

（白線） 等高線1,100m 



別添2-3 標高が1,200m以上のまとまりを保存地区とする場合 

（白線） 等高線1,200m 



別添2-4 自然環境保全地域を保存地区とする場合 

（白線） 自然環境保全地域 



別添3 県自然環境保全地域特別地区を保存地区とする場合 

（白線） 自然環境保全地域 


